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１7年度

18年度

19年度

17年度 18年度 19年度

◇母子家庭等日常生活支援事業：修学や疾病などにより一時的に生活援助のサービス
　 が必要な世帯に「家庭生活支援員」を派遣し生活の安定を図る。
　　（1回２時間・５日間連続）
◇母子家庭自立支援教育訓練給付金事業：母子家庭の母が自主的に行う職業能力の
　 開発を支援し、母子家庭の自立の促進を図る。
◇高等職業訓練促進給付金事業：母子家庭の母の就職に有利であり、かつ生活の安定
　 に資する資格取得の促進を図る。（１件分の上限額　２００,０００円）

同上
　手　　　段
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同上

20年度以降【毎年】
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■　なし
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同上

施策）施策 ひとり親家庭の支援

地方債
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置付け）
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か｡対象をどのような
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母子家庭、寡婦及び父子家庭

・一時的に生活の援助が必要な場合や生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支
障が生じた場合に、その生活を支援する者を派遣し生活の安定を図る。
・母子家庭の母の雇用の安定と就職の促進を図る。

離婚によるひとり親家庭が増加しており、緊急時の生活支援に対するニーズは高く、また生活の安定のた
めには自立が不可欠であることから、母子家庭等日常生活支援事業、母子家庭自立支援教育訓練給付金
事業、高等職業訓練促進給付金事業を実施する。

節 児童福祉

総合計画(第１次実施計画） □　あり

直接事業費

【費用の予定額】

その他特財

一般財源

国支出金

道支出金

（単位：千円）

26

①合　計

0.20

9,000

②人　数（年間）

9,000

0.20

674

0.20

③１人当り年間平均人件費
人 　件 　費

（概算）
④＝②×③

 平成１6年度事務事業評価調書（新規用）　　　　北広島市

保健福祉部 児童家庭課

住田幸雄

別紙２

17－28整理番号

事務区分 課長職名

事務事業名

■自治事務　　□法定受託事務　

111

674

111

373

674

164164

373

111

26

373

111

1,800

164

0.20

9,000

1,800

373

26

164

1,800

2,474

26

674

9,000

2,474

1,800

2,474 2,474

Ｈ１7
根拠法令等

母子家庭等日常生活支援事業実施要綱
母子家庭自立支援給付金支給事業実施要綱（道）



【事務事業を評価する指標（ものさし）】

10件 20件

□概ね妥当である　

□妥当でない

19年度目標値

【目的を達成するための手
段は適切ですか。他の手段
や委託化などの可能性はあ
りませんか】

□他の手法がある

市が実施する必要性

離婚によるひとり親家庭が増加しており、緊急時の生活
支援に対するニーズは高く、また生活の安定のために
は自立は不可欠である。

【受益者負担が必要または
可能である場合、具体的な
方法等を理由等の欄に記入
してください】

支援を受ける内容及び時間数に応じ、自己負担を設け
る（生保・非課税世帯等による区分設定も可能）

□受益者負担になじまない

受益者負担の必要性 ■受益者負担を求める必要がある

□受益者負担を求めることは可能で

　 ある

15日 30日 60日

【1次評価】　担当部局の評価　

活動指標 5件 10件利用申込数

成果指標

（目的の達成
度を測るもの
さし）

（事務事業の
活動量や実
績）

利用日数

最終目標値
指　　　標(算式）指　　　標

指　　　標　　　値

17－28整理番号

手段の妥当性

制度上実施主体は、市町村と位置付けている。
【市が実施すべき事務事業
ですか。市民・企業等での
実施可能性はありません
か】

目的の妥当性

　 当面行政で実施すべきである

□民間等で実施すべきである

【社会経済情勢や市民ニー
ズの変化などから、設定し
た対象や意図は妥当です
か】

□見直しの上で実施する

項　　目 理由・方法等
■市が実施すべき事務事業である

□民間等への移管は可能であるが　

■妥当である

事業の有効性 ■十分効果が期待できる

　判　　　　定

□実施時期を遅らせる

■実施について再検討する

□実施しない

　近年、離婚の急増などでひとり親家庭をめぐる状況が変化しており、ひとり親家庭の自立を促
進するため、子育て・生活支援、就労支援などの総合的できめ細かな対策を推進する必要はあ
るが、この事業のニーズや有効性が不透明であり再検討すべきと考える。

今後の方向性等
【２次評価】　行財政構造改革推進本部の総合判定

□実施する

□適切である

判　定

17年度目標値 18年度目標値

30日

評　価

■民間等への委託等が可能である

□民間等への一部委託が可能である

実施主体は市町村であるが、事業実施は母子団体や
社会福祉法人等への委託は可能である。

事業の緊急性 ■高い

離婚によりひとり親世帯が増加している中で、新規の事
業として緊急度は高い。

【社会経済情勢や市民ニー
ズの変化などから緊急度は
どの程度ですか】

□普通

□低い

父子家庭も含め、離婚時や緊急時の対応としての事業
でもあるため、利用数の見込みは難しいが、利用者か
らの満足度は高いものと思われる。

【事務事業の社会的・経済
的効果はどの程度ですか。
効果の内容を具体的に記入
してください】

□ある程度効果が期待できる

□あまり効果が期待できない


